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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作動液タンク内部空間（１３）を画定するタンク壁（１０）を有する自動車のための作
動液タンク（１）において、
　－作動液タンク（１）が、繊維強化された第１の補剛構造（２１）と、繊維強化された
第２の補剛構造（２２）とを有しているという特徴；
　－前記第１の補剛構造（２１）が、前記作動液タンク内部空間（１３）に対向する、前
記タンク壁（１０）の内面（１１）に接続されており、前記第２の補剛構造（２２）が、
前記作動液タンク内部空間（１３）に背向する、前記タンク壁（１０）の外面（１２）に
接続されているという特徴；及び、
　－前記タンク壁（１０）が、少なくとも部分的にサンドイッチ状に、前記第１の補剛構
造（１１）と前記第２の補剛構造（１２）との間に配置されており、前記第１の補剛構造
（１１）と前記第２の補剛構造（１２）とは、少なくとも部分的に重なり合って配置され
ているという特徴、
を備えることを特徴とする作動液タンク（１）。
【請求項２】
　前記タンク壁（１０）が、サンドイッチ状に、前記第１の補剛構造（１１）と前記第２
の補剛構造（１２）との間に配置されており、前記タンク壁（１０）の上面図において、
前記第１の補剛構造（２１）と前記第２の補剛構造（２２）とは、互いに対して位置合わ
せして延在していることを特徴とする、請求項１に記載の作動液タンク（１）。
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【請求項３】
　前記第１の補剛構造（２１）が、繊維強化された耐張力性を有する第１の細長片（２１
）として形成されていること、及び／又は、前記第２の補剛構造（２２）が、繊維強化さ
れた耐張力性を有する第２の細長片（２２）として形成されていることを特徴とする、請
求項１又は２に記載の作動液タンク（１）。
【請求項４】
　前記第１の補剛構造（２１）が、第１のオルガノシートとして形成されていること、及
び／又は、前記第２の補剛構造（２２）が、第２のオルガノシートとして形成されている
ことを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）。
【請求項５】
　－前記第１の補剛構造（２１）が、前記タンク壁（１０）の内面（１１）において、２
つの互いに離間する固定領域に固定されているという特徴；及び／又は、
　－前記第２の補剛構造（２２）が、前記タンク壁（１０）の外面（１２）において、２
つの互いに離間する固定領域に固定されているという特徴、
を備えることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）
。
【請求項６】
　－前記第１の補剛構造（２１）が、前記タンク壁（１０）の前記内面（１１）に、接続
線に沿って接続されており、前記接続線は、少なくとも１つの延材成分を有しており、前
記延在成分は、前記第１の補剛構造（２１）内における強化繊維の繊維方向に対して垂直
に延在するように構成されているという特徴；及び／又は、
　－前記第２の補剛構造（２２）が、前記タンク壁（１０）の前記外面（１２）に、接続
線に沿って接続されており、前記接続線は、少なくとも１つの延材成分を有しており、前
記延在成分は、前記第２の補剛構造（２２）内における強化繊維の繊維方向に対して垂直
に延在するように構成されているという特徴、
を備えることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）
。
【請求項７】
　－前記第１の補剛構造（２１）が、前記作動液タンク（１）の内側で、周りを取り巻く
ように配置されているという特徴；及び／又は、
　－前記第２の補剛構造（２２）が、前記作動液タンク（１）の外側で、周りを取り巻く
ように配置されているという特徴、
を備えることを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）
。
【請求項８】
　－前記作動液タンク（１）が、少なくとも２つの、繊維強化された第１の補剛構造（２
１）を有しており、前記繊維強化された第１の補剛構造はそれぞれ、前記作動液タンク内
部空間（１３）に対向する、前記タンク壁（１０）の内面（１１）に接続されているとい
う特徴；及び、
　－２つの前記第１の補剛構造（２１）は、互いに交差するように配置されており、それ
によって、その強化繊維が角度を成して、好ましくは互いに対して垂直に延在していると
いう特徴、
を備えることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）
。
【請求項９】
　－前記作動液タンク（１）が、少なくとも２つの、繊維強化された第２の補剛構造（２
２）を有しており、前記繊維強化された第２の補剛構造はそれぞれ、前記作動液タンク内
部空間（１３）に背向する、前記タンク壁（１０）の外面（１２）に接続されているとい
う特徴；及び、
　－２つの前記第２の補剛構造（２２）は、互いに交差するように配置されており、それ
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によって、その強化繊維が角度を成して、好ましくは互いに対して垂直に延在していると
いう特徴、
を備えることを特徴とする、請求項１から８のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）
。
【請求項１０】
　前記第１の補剛構造（２１）及び／又は前記第２の補剛構造（２２）が、前記タンク壁
（１０）に、材料接続的に接続されていることを特徴とする、請求項１から９のいずれか
一項に記載の作動液タンク（１）。
【請求項１１】
　－前記第１の補剛構造（２１）が、前記第１の補剛構造（２１）と、前記タンク壁（１
０）の前記内面（１１）との間に配置された接着剤層を用いて、前記タンク壁（１０）に
接続されていること、及び／又は、
　－前記第２の補剛構造（２２）が、前記第２の補剛構造（２２）と、前記タンク壁（１
０）の前記外面（１２）との間に配置された接着剤層を用いて、前記タンク壁（１０）に
接続されていること、を特徴とする、請求項１から１０のいずれか一項に記載の作動液タ
ンク（１）。
【請求項１２】
　－前記第１の補剛構造（２１）が、前記第１の補剛構造（２１）を貫通するリベット継
ぎ手を用いて、前記タンク壁（１０）に接続されていること、及び／又は、
　－前記第２の補剛構造（２２）が、前記第２の補剛構造（２２）を貫通するリベット継
ぎ手を用いて、前記タンク壁（１０）に接続されていること、
を特徴とする、請求項１から１１のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）。
【請求項１３】
　－前記第１の補剛構造（２１）が、アンダーカット（３１）を備えた、前記タンク壁（
１０）の前記内面（１１）に対向する少なくとも１つの接続ピン（３０）を有しており、
前記接続ピン（３０）は、前記タンク壁（１０）に入り込んでいるので、前記アンダーカ
ット（３１）は、前記タンク壁（１０）に押し込まれ、前記第１の補剛構造（２１）は、
前記タンク壁（１０）に形状接続的に接続されること、及び／又は、
　－前記第２の補剛構造（２２）が、アンダーカット（３１）を備えた、前記タンク壁（
１０）の前記外面（１２）に対向する少なくとも１つの接続ピン（３０）を有しており、
前記接続ピン（３０）は、前記タンク壁（１０）に入り込んでいるので、前記アンダーカ
ット（３１）は、前記タンク壁（１０）に押し込まれ、前記第２の補剛構造（２２）は、
前記タンク壁（１０）に形状接続的に接続されること、
を特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の作動液タンク（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、補剛構造を有する作動液タンクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明において、熱可塑性プラスチックから成る作動液タンクは、特に、専ら自動車の
ための燃料タンク、自動車のためのフロントガラス洗浄水タンク、オイルタンク、補助液
体タンク又は添加剤タンクばかりではない。冒頭に挙げた種類のタンクは、しばしば押出
ブロー成形によって製造され、特にＨＤＰＥ（高密度ポリエチレンの略）が、押出ブロー
成形されたタンクを製造するのに適している。
【０００３】
　内燃機関を備えた自動車では、作動液タンク、特に燃料タンクを熱する際に、燃料等の
作動液が同様に熱せられるので、作動液の蒸気圧は上昇し、作動液タンクには、対応する
内圧が加えられ、それによって、燃料タンクは変形する。
【０００４】
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　燃料タンクの形の作動液タンクを換気するために、作動液タンクは、燃料蒸気を除去す
るための燃料蒸気フィルタに流体接続されている。燃料蒸気フィルタは、例えば活性炭フ
ィルタとして構成され得る。活性炭フィルタは、内燃機関の運転中に、吸気を用いて浄化
されるので、活性炭に結合した燃料蒸気は、内燃機関に供給され得る。
【０００５】
　ハイブリッド自動車の場合はさらに、内燃機関の運転時間の減少に起因するさらなる問
題が存在する。内燃機関の運転時間が減少するゆえに、燃料タンクに流体接続された活性
炭フィルタの浄化は、対応して、より少なくなるので、活性炭に結合した燃料蒸気の排出
も減少し得る。それによって、ハイブリッド自動車における活性炭フィルタは、比較的大
きく寸法設計されなければならないという結果になり得る。さらに、活性炭フィルタを通
じた燃料タンクの換気によって、燃料タンク内部の圧力低下ゆえに、さらなる燃料が蒸気
相に移行するので、燃料タンクを、より大きな剛性及び／又はより大きな耐圧性を有する
ように設計することが有利であり得る。なぜなら、燃料タンクは、制御可能な弁を用いて
、活性炭フィルタから流体的に分離可能であり、それによって、活性炭フィルタに流入す
る燃料蒸気は減少するからである。
【０００６】
　従って、作動液タンクの耐圧性、特に燃料タンク、及び、そこでは特にハイブリッド自
動車の燃料タンクの耐圧性を高めることが努められる。ハイブリッド自動車の燃料タンク
は、好ましくは、４００ｍＢａｒ（ミリバール）まで、又は、それより高い陽圧と、約１
５０ｍＢａｒ又はそれより高い陰圧に耐え得るべきである。
【０００７】
　先行技術からは、作動液タンクを、向かい合う２つの作動液タンク壁の間に配置された
補剛要素を用いて補剛することが知られており、当該補剛要素は、作動液タンク壁に接続
されている。対応する作動液タンクは、特許文献１から知られている。当該作動液タンク
は、陽圧においても陰圧においても、増大した構造的安定性を有している。しかしながら
、この種の補剛は、作動液タンク内部空間をもはや完全に自由には利用できないという点
で不利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２０１３０１２６８７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、上昇した陽圧及び陰圧に耐えることが可能であり、加圧の際の変形が
減少し、同時に、作動液タンク内部空間が、制限なく、又は、より少ない制限で利用可能
であり続けることが保証され続けるような作動液タンクを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本課題は、請求項１の特徴を備えた作動液タンクによって解決される。作動液タンクの
有利な態様は、請求項１に従属する請求項に記載されている。
【００１１】
　より正確に言うと、本発明の課題は、作動液タンク内部空間を画定するタンク壁を有す
る、自動車のための作動液タンクによって解決され、当該作動液タンクは、繊維強化され
た第１の補剛構造と、繊維強化された第２の補剛構造とを有することを特徴としており、
第１の補剛構造は、作動液タンク内部空間に対向する、タンク壁の内面に接続され、第２
の補剛構造は、作動液タンク内部空間に背向する、タンク壁の外面に接続されており、タ
ンク壁は、少なくとも部分的に、サンドイッチ状に、第１の補剛構造と第２の補剛構造と
の間に配置されており、それによって、第１の補剛構造と第２の補剛構造とは、少なくと
も部分的に重なり合うように配置されている。
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【００１２】
　本発明に係る作動液タンクは、多種多様な利点を有している。第１の補剛構造と第２の
補剛構造との間にタンク壁をサンドイッチ状に配置することによって、当該タンク壁は、
両方の屈曲方向において、増大した曲げ強度を有するので、本発明に係る作動液タンクの
変形は、作動液タンク内部空間内の（周囲圧力と比較した）陽圧においても陰圧において
も減少する。従って、本発明に係る作動液タンクは、比較的大きな陽圧にも、比較的大き
な陰圧にも耐えることができる。
【００１３】
　本発明に係る作動液タンクの増大した剛性ゆえに、当該作動液タンクの変形は、陽圧負
荷及び／又は陰圧負荷において、著しく減少する。それによって、本発明に係る作動液タ
ンクを、自動車内において、車体部分及び／又はその他の自動車部材に対する間隔を減少
させて取り付けることが可能になる。それによって、自動車内の、作動液タンクの取り付
けのために利用できる設置空間を、より良好に利用することができるので、自動車内で設
置空間が予め設定されている場合に、本発明に係る作動液タンクは、より大きな容量を有
している。
【００１４】
　さらに、本発明に係る作動液タンクは、その内部空間が、制限なく、又は、少なくとも
わずかな制限のもとで利用可能であるという利点を有している。なぜなら、作動液タンク
内部空間には、補剛ブレースを配置する必要がないからである。
【００１５】
　本発明に係る作動液タンクは、剛性が増大しているのにも関わらず、先行技術から知ら
れた作動液タンクと比較して、より少ない重量を有している。本発明に係る作動液タンク
は、補剛構造を用いて、局所的及び／又は負荷に応じて、補剛され得る。さらに、本発明
に係る作動液タンクは、安価に製造され得る。
【００１６】
　本発明に係る作動液タンクのさらなる利点は、（ブロー成形プロセス又は射出成形プロ
セスによる）作動液タンクの製造の後で作動液タンクを冷却する際に、そのタンク壁が有
する歪みが減少するという特性にある。なぜなら、タンク壁は片面に、すなわちその外面
又はその内面に補剛構造が設けられているだけではなく、外面にも内面にもそれぞれ、補
剛構造が設けられているからである。
【００１７】
　作動液タンクが燃料タンク、特にガソリンのための燃料タンクとして構成されている場
合、本発明に係る作動液タンクは、炭化水素に関する優れたバリア性を有している。なぜ
なら、補剛構造は、タンク壁のバリア層（例えばＥＶＯＨ層）に損傷を与えず、その機能
性を制限しないからである。
【００１８】
　タンク壁が少なくとも部分的に、サンドイッチ状に、第１の補剛構造と第２の補剛構造
との間に配置されており、それによって、第１の補剛構造と第２の補剛構造とは、少なく
とも部分的に重なり合うように配置されているという特徴は、タンク壁の面法線が、第１
の補剛構造及び／又は第２の補剛構造と重なる領域において、第１の補剛構造及び第２の
補剛構造を貫通するという特徴と同義である。これは、タンク壁の上面図において、すな
わちタンク壁の面法線に対して平行な目線の方向において、第１の補剛構造と第２の補剛
構造とが重なり合うことを意味している。つまり、タンク壁の面法線は、タンク壁の、第
１の補剛構造及び第２の補剛構造に接続された領域において、第１の補剛構造も第２の補
剛構造も貫通している。
【００１９】
　内部陽圧に起因してタンク壁が変形する場合、第２の補剛構造は張力を吸収し、第１の
補剛構造は、圧縮力を吸収する。内部陰圧に起因してタンク壁が変形する場合、第１の補
剛構造は張力を吸収し、第２の補剛構造は圧縮力を吸収する。
【００２０】
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　作動液タンクは、好ましくは熱可塑性プラスチックから形成されている。作動液タンク
が燃料タンクとして構成されている場合には、１つ又は複数のタンク壁は、ＨＤＰＥ層の
形の内側層と、ＬＤＰＥ層の形の接着剤層と、ＥＶＯＨ層の形のバリア層と、ＬＤＰＥ層
の形のさらなる接着剤層と、さらなるＨＤＰＥ層又は再生材料層の形の外側層と、を含む
材料層系から形成され得る。
【００２１】
　第１及び第２の補剛構造の繊維強化は、繊維材料とも表され得る強化繊維を用いて行わ
れる。当該繊維材料は、好ましくは、ガラス繊維及び／又は炭素繊維及び／又はポリマー
繊維及び／又はアラミド繊維及び／又は天然繊維（例えば亜麻繊維）及び／又はその他の
適切な繊維材料を有している。
【００２２】
　第１及び第２の補剛構造は、好ましくは、繊維材料が埋め込まれた熱可塑性又は熱硬化
性マトリックス又はマトリックス材料を有している。
【００２３】
　繊維強化された補剛構造は、張力を吸収することが可能であり、従って、耐張力性を有
する補剛構造又は補剛装置と表現され得る。好ましくは、当該補剛構造は、圧縮力も吸収
するので、耐張力性及び／又は耐圧性を有する補剛構造又は補剛装置と表現され得る。
【００２４】
　自明のことながら、本発明に係る作動液タンクは、複数の繊維強化された第１の補剛構
造と、複数の繊維強化された第２の補剛構造と、を有することが可能であり、第１の補剛
構造は、タンク壁の内面に、第２の補剛構造は、タンク壁の外面に接続されている。
【００２５】
　１つ又は複数の第１の補剛構造と、タンク壁の内面との接続は、好ましくは全面で行わ
れる。つまり、１つ又は複数の第１の補剛構造の、タンク壁の内面に向かい合う全ての接
続面が、タンク壁の内面に接続されている。この接続は、好ましくは材料接続的に、例え
ば溶接を用いて行われる。１つ又は複数の第２の補剛構造と、タンク壁の外面との接続は
、好ましくは全面で行われる。つまり、１つ又は複数の第２の補剛構造の、タンク壁の外
面に向かい合う全ての接続面が、タンク壁の外面に接続されている。この接続は、好まし
くは材料接続的に、例えば溶接を用いて行われる。
【００２６】
　さらに、１つ又は複数の第１の補剛構造と、タンク壁の内面との接続を、好ましくは一
部の面でのみ行うことも可能である。さらに、１つ又は複数の第２の補剛構造と、タンク
壁の外面との接続を、好ましくは一部の面でのみ行うことも可能である。
【００２７】
　好ましくは、作動液タンクは、タンク壁が第１の補剛構造と第２の補剛構造との間にサ
ンドイッチ状に配置され、タンク壁の上面図において、第１の補剛構造と第２の補剛構造
とが互いに対して位置合わせして延在するように構成されている。
【００２８】
　対応して構成された作動液タンクは、再度増大した剛性を有しているので、当該作動液
タンクは、増大した陽圧及び陰圧に耐えることが可能であり、陽圧が加えられた際、及び
、陰圧が加えられた際の変形は、より少なくなる。作動液タンクの重量が減少するにも関
わらず、これらの利点が得られる。
【００２９】
　タンク壁が、ｘ軸と、ｘ軸に対して垂直なｙ軸とによって張られた平面内に配置されて
いる場合、タンク壁の上面図において、第１の補剛構造と第２の補剛構造とが互いに対し
て位置合わせして延在しているという特徴は、第１の補剛構造が、ｘ方向及びｙ方向にお
いて、第２の補剛構造と同じ広がりを有しているという特徴と同義である。
【００３０】
　従って、第１の補剛構造の縁部と、第２の補剛構造の縁部とは、互いに対して位置合わ
せして延在している。
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【００３１】
　さらに、好ましくは、作動液タンクは、第１の補剛構造が、繊維強化された、耐張力性
を有する第１の細長片として形成され、及び／又は、第２の補剛構造が、繊維強化された
、耐張力性を有する第２の細長片として形成されているように構成されている。
【００３２】
　好ましくは、第１の細長片は、耐張力性及び耐圧性を有する細長片として形成されてい
るので、第１の細長片を用いて、張力も圧縮力も伝達可能である。好ましくは、第２の細
長片は、耐張力性及び耐圧性を有する細長片として形成されているので、第２の細長片を
用いて、張力も圧縮力も伝達可能である。
【００３３】
　対応して構成された作動液タンクは、特に容易な方法で補強又は補剛され得るので、作
動液タンクの形状に起因する変形特性を、制御された方法で改善することが可能である。
なぜなら、当該細長片を、作動液タンクの、陽圧が加えられた場合、及び／又は、陰圧が
加えられた場合に大きく変形する可能性のある領域内で、１つ又は複数のタンク壁の内面
及び外面に接続することが可能であり、当該領域は、１つ又は複数の補剛細長片又は強化
細長片とも表現され得る細長片では補強されてはいないだろうからである。
【００３４】
　繊維強化された、耐張力性及び／又は耐圧性を有する細長片は、熱可塑性又は熱硬化性
を有するプラスチックから成る材料マトリックスを有することが可能であり、当該材料マ
トリックス内には、繊維材料が、ガラス繊維及び／又は炭素繊維及び／又はポリマー繊維
及び／又はアラミド繊維及び／又は天然繊維の形で埋め込まれている。
【００３５】
　好ましくは、第１の細長片の強化繊維の方向付けは、第１の細長片の長手延在方向に対
して平行である。さらに、好ましくは、第２の細長片の強化繊維の方向付けは、第２の細
長片の長手延在方向に対して平行である。
【００３６】
　細長片の長手延在方向に対する、強化繊維の平行な方向付けは、細長片の長手延在方向
に対する、強化繊維の略平行な方向付けを意味する。
【００３７】
　当該強化繊維は、ガラス繊維及び／又は炭素繊維及び／又はポリマー繊維及び／又はア
ラミド繊維及び／又は天然繊維及び／又はその他の適した強化繊維であり得る。
【００３８】
　さらなる有利な態様によると、作動液タンクは、第１の補剛構造が第１のオルガノシー
トとして形成され、及び／又は、第２の補剛構造が第２のオルガノシートとして形成され
ているように構成されている。
【００３９】
　対応して構成された作動液タンクは、オルガノシートとして形成された各補剛構造が、
多方向の張力及び／又は圧縮力を、より良好に吸収し得るという利点を提供する。なぜな
ら、強化繊維は、各オルガノシート内で多方向に配置されているからである。好ましくは
、強化繊維は、オルガノシート内で、互いに対して垂直に配置されている。
【００４０】
　オルガノシートは、繊維補強複合材であり、従って、繊維マトリックス半製品である。
オルガノシートは、一般的には、熱可塑性プラスチックマトリックスに埋め込まれた繊維
織物又は繊維芯から構成されている。頻繁に用いられる繊維原材料は、ガラス、アラミド
及び炭素（カーボン）である。織物及び芯において、繊維は互いに対して直角に延在して
いても良い。
【００４１】
　さらに、好ましくは、作動液タンクは、タンク壁の内面上の第１の補剛構造が、２つの
互いに離間した固定領域に固定されており、及び／又は、タンク壁の外面上の第２の補剛
構造が、２つの互いに離間した固定領域に固定されているように構成されている。
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【００４２】
　対応して構成された作動液タンクは、特に容易かつ迅速に製造され得る。なぜなら、各
補剛構造を、単に、２つの互いに離間した領域又はアンカーポイントにおいて、タンク壁
に接続すればよいからである。補剛構造は、さらに、タンク壁の変形に起因する張力を吸
収することが可能であり、それによって、タンク壁の変形に抵抗できる。
【００４３】
　第１及び第２の補剛構造が、第１及び第２の耐張力性を有する繊維強化された細長片と
して形成されている場合、当該細長片の強化繊維は、好ましくは、２つの互いに離間した
固定領域の接続線の延在方向において延在する。
【００４４】
　自明のことながら、タンク壁の内面上の第１の補剛構造が、２つより多い、互いに離間
した固定領域に固定されていること、及び／又は、タンク壁の外面上の第２の補剛構造が
、２つより多い、互いに離間した固定領域に固定されていることも可能である。
【００４５】
　好ましくは、作動液タンクは、第１の補剛構造が、接続線に沿ってタンク壁の内面に接
続されており、当該接続線は少なくとも１つの延在成分を有し、当該延在成分は、第１の
補剛構造内における強化繊維の繊維方向に対して垂直に延在するように構成されている。
さらに、好ましくは、作動液タンクは、第２の補剛構造が、接続線に沿ってタンク壁の外
面に接続されており、当該接続線は少なくとも１つの延在成分を有し、当該延在成分は、
第２の補剛構造内における強化繊維の繊維方向に対して垂直に延在するように構成されて
いる。
【００４６】
　例えば、補剛構造は、ジグザグ線を用いて、タンク壁に接続されていて良い。
【００４７】
　好ましくは、作動液タンクは、第１の補剛構造が作動液タンクの内側で周りを取り巻く
ように配置され、及び／又は、第２の補剛構造が作動液タンクの外側で周りを取り巻くよ
うに配置されているように構成されている。
【００４８】
　対応して構成された作動液タンクは、再度増大した剛性を有しているので、増大した陽
圧及び陰圧に耐えることが可能であり、陽圧が加えられた場合、及び、陰圧が加えられた
場合の変形は、より少なくなる。
【００４９】
　さらなる有利な態様によると、作動液タンクは、少なくとも２つの繊維強化された第１
の補剛構造を有しており、当該補剛構造はそれぞれ、作動液タンク内部空間に対向するタ
ンク壁の内面に接続されており、これら２つの第１の補剛構造は、互いに交差して配置さ
れており、それによって、その強化繊維は、角度を成して、好ましくは互いに対して垂直
に延在している。好ましくは、少なくとも２つの第１の補剛構造は、これら２つの第１の
補剛構造が互いに重なり合う接触領域において、互いに接続されている。
【００５０】
　さらに、好ましくは、作動液タンクは、少なくとも２つの繊維強化された第２の補剛構
造を有しており、当該補剛構造はそれぞれ、作動液タンク内部空間に背向するタンク壁の
外面に接続されており、これら２つの第２の補剛構造は、互いに交差して配置されており
、それによって、その強化繊維は、角度を成して、好ましくは互いに対して垂直に延在し
ている。好ましくは、少なくとも２つの第２の補剛構造は、これら２つの第２の補剛構造
が互いに重なり合う接触領域において、互いに接続されている。
【００５１】
　これら２つの最後に記載された作動液タンクの構造は、再度増大した剛性を有している
ので、増大した陽圧及び陰圧に耐えることが可能であり、陽圧が加えられた場合、及び、
陰圧が加えられた場合の変形は、より少なくなる。なぜなら、当該補剛構造は、異なる、
好ましくは垂直な分力で、張力及び／圧縮力を吸収することができるからである。
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【００５２】
　自明のことながら、第１の補剛構造及び第２の補剛構造は、これらの補剛構造が接続さ
れた１つ又は複数のタンク壁の上面図において、部分的に重なっており、好ましくは互い
に対して位置合わせして配置されていて良い。
【００５３】
　好ましくは、作動液タンクは、第１の補剛構造及び／又は第２の補剛構造が、タンク壁
に材料接続的に接続されているように構成されている。
【００５４】
　例えば、熱可塑性プラスチックを有する補剛構造は、溶接技術的に結合可能である熱可
塑性プラスチックに、材料接続的に接続可能である。例えば、当該補剛構造は、ＨＤＰＥ
若しくはＬＤＰＥを含む、又は、ＨＤＰＥ若しくはＬＤＰＥから成るマトリックス材料を
有することが可能であり、当該マトリックス材料は、ＨＤＰＥを含む、又は、ＨＤＰＥか
ら成るタンク壁に溶接され得る。
【００５５】
　好ましくは、補剛構造は、いわゆる初熱において、１つ又は複数のタンク壁に接続され
得るものであり、当該補剛構造は、依然として暖かいプラスチックのタンク壁に取り付け
られ、必要に応じて、当該タンク壁に押し付けられるので、当該補剛構造は当該タンク壁
に溶接される。
【００５６】
　しかしながら、補剛構造及び／又はタンク壁を、作動液タンクの冷却の後で熱し、その
後でタンク壁に取り付け、必要に応じてタンク壁に押し付けることも可能である。
【００５７】
　補剛構造と１つ又は複数のタンク壁との材料接続的な接続は、さらに、補剛構造の１つ
又は複数のタンク壁への貼付によって可能になる。
【００５８】
　作動液タンクのさらなる可能な態様によると、第１の補剛構造は、第１の補剛構造と、
タンク壁の内面との間に配置された接着剤層を用いて、タンク壁に接続されている。さら
に、好ましくは、第２の補剛構造は、第２の補剛構造と、タンク壁の外面との間に配置さ
れた接着剤層を用いて、タンク壁に接続されている。
【００５９】
　対応して構成された作動液タンクは、タンク壁の材料と、補剛構造の材料（そのマトリ
ックス材料）とが、必ずしも、溶接技術的に互いに結合可能でなくても良いという利点を
提供する。それゆえ、補剛構造のためのマトリックス材料を選択する際に、より大きな自
由度が存在する。
【００６０】
　作動液タンクのさらなる有利な態様によると、作動液タンクは、第１の補剛構造が、第
１の補剛構造を貫通するリベット継ぎ手を用いて、タンク壁に接続されているように構成
されている。さらに、好ましくは、第２の補剛構造は、第２の補剛構造を貫通するリベッ
ト継ぎ手を用いて、タンク壁に接続されている。
【００６１】
　対応して構成された作動液タンクは、タンク壁の材料と、補剛構造の材料（そのマトリ
ックス材料）とが、必ずしも、溶接技術的に互いに結合可能でなくても良いという利点を
提供している。それゆえ、補剛構造のためのマトリックス材料を選択する際に、より大き
な自由度が存在する。補剛構造のタンク壁とのリベット継ぎのために、補剛構造は、好ま
しくは通過開口部を有しており、当該通過開口部を通るように、リベットピンが誘導され
ており、当該リベットピンは、タンク壁の材料、特にタンク壁の外側層と溶接可能である
材料から形成されている。
【００６２】
　作動液タンクのさらなる有利な態様によると、第１の補剛構造は、第１のアンダーカッ
トを備えた、タンク壁の内面に対向する、少なくとも１つの第１の接続ピンを有しており
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、第１の接続ピンは、タンク壁に入り込んでいるので、第１のアンダーカットは、タンク
壁に押し込まれ、第１の補剛構造は、タンク壁に形状接続的に接続される。さらに、好ま
しくは、第２の補剛構造は、第２のアンダーカットを備えた、タンク壁の外面に対向する
、少なくとも１つの第２の接続ピンを有しており、第２の接続ピンは、タンク壁に入り込
んでいるので、第２のアンダーカットは、タンク壁に押し込まれ、第２の補剛構造は、タ
ンク壁に形状接続的に接続される。
【００６３】
　対応して構成された作動液タンクも、タンク壁の材料と、補剛構造の材料とが、溶接技
術的に互いに結合可能でなくても良いという利点を提供している。さらに、補剛構造のタ
ンク壁への確実な接続が保証される。
【００６４】
　補剛構造は、好ましくは、アンダーカットを備えた複数の接続ピンを有しており、当該
接続ピンはそれぞれ、タンク壁に接続された状態で、タンク壁に押し込まれている。例え
ば、接続ピンは、面ファスナーとして、フック状に設計されていて良い。
【００６５】
　例えば、補剛構造のマトリックス材料は、熱硬化性プラスチックであり得るか、又は、
熱硬化性プラスチックを含み得るのに対して、タンク壁、特にタンク壁の外側層は、熱可
塑性プラスチックから形成されている。
【００６６】
　本発明のさらなる利点、詳細及び特徴は、以下において言及される実施例から明らかに
なる。その際、個々に以下の図面が示されている。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明に係る作動液タンクの外側の斜視図である。
【図２】本発明に係る作動液タンクのタンク壁の横断面図である。
【図３Ａ】本発明に係る作動液タンクの代替的な実施形態のタンク壁の横断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａに示されたタンク壁の概略的な斜視図である。
【図４】本発明に係る作動液タンクのさらなる代替的な実施形態のタンク壁の横断面図で
ある。
【図５Ａ】本発明に係る作動液タンクの概略的な横断面図である。
【図５Ｂ】図５Ａにおいて丸で囲った領域の詳細図である。
【図６】本発明のさらなる実施形態に係る作動液タンクのタンク壁の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　以下の説明では、同じ参照符号は、同じ部材又は同じ特徴を示しているので、部材に関
して１つの図面を用いて行われた説明は、他の図面にも有効であり、それによって記載の
繰り返しが回避される。さらに、１つの実施形態に関連して記載された特徴それぞれを、
別個に、他の実施形態において用いることも可能である。
【００６９】
　図１では、概略的な斜視図において、本発明に係る作動液タンク１が示されている。作
動液タンク１は、作動液タンク内部空間１３を画定するタンク壁１０を有している。作動
液タンク１は、図示された実施例では２つの第２の補剛構造２２を有しており、これら２
つの第２の補剛構造は、図示された実施例では、第２の耐張力性を有する細長片２２とし
て形成されていることが明らかである。その際、第２の耐張力性を有する細長片２２は、
タンク壁１０の、作動液タンク内部空間１３に背向する外面１２に接続されている。図１
からはさらに、第２の耐張力性を有する細長片２２が、互いに交差して配置されているこ
とが明らかであり、従って、耐張力性を有する細長片２２の、図面に示されていない強化
繊維は、互いに対して垂直に延在している。なぜなら、第２の耐張力性を有する細長片２
２の強化繊維は、これらの第２の耐張力性を有する細長片２２の長手延在方向に対して平
行に延在しているからである。しかしながら、図２からは、作動液タンク１が、さらに、
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作動液タンク１の内部に配置された第１の補剛構造２１を有することは認められない。
【００７０】
　図２には、本発明に係る作動液タンク１のタンク壁１０の概略的な横断面が示されてい
る。作動液タンク１が、繊維強化された第１の補剛構造２１と、繊維強化された第２の補
剛構造２２とを有していることが明らかである。図２に示されている実施例においても、
補剛構造２１は、耐張力性を有する細長片２１、２２として形成されている。第１の補剛
構造２１は、タンク壁１０の、作動液タンク内部空間１３に対向する内面１１に接続され
ており、第２の補剛構造２２は、タンク壁１０の、作動液タンク内部空間１３に背向する
外面１２に接続されている。タンク壁１０は、部分的にサンドイッチ状に、第１の補剛構
造１１と第２の補剛構造１２との間に配置されており、第１の補剛構造１１と第２の補剛
構造１２とは、少なくとも部分的に重なり合って配置されている。
【００７１】
　タンク壁１０が少なくとも部分的に、サンドイッチ状に、第１の補剛構造２１と第２の
補剛構造２２との間に配置されており、それによって、第１の補剛構造２１と第２の補剛
構造２２とは、少なくとも部分的に重なるように配置されているという特徴は、タンク壁
１０の面法線Ｎが、第１の補剛構造２１及び／又は第２の補剛構造２２と重なる領域にお
いて、第１の補剛構造２１及び第２の補剛構造２２を貫通するという特徴と同義である。
図２からは、面法線Ｎに対して平行な目線の方向において、第１の補剛構造２１と第２の
補剛構造２２とが重なること、つまり、タンク壁１０の面法線Ｎは、第１の補剛構造２１
も第２の補剛構造２２も貫通していることが明らかである。
【００７２】
　図３Ａは、作動液タンク１のタンク壁１０の概略的な横断面を、一部変化を加えた形で
示している。図３Ｂは、図３Ａに示されたタンク壁１０を、概略的な斜視図において示し
ている。図３Ａ及び図３Ｂからは、タンク壁１０が、サンドイッチ状に、第１の補剛構造
１１と第２の補剛構造１２との間に配置されており、タンク壁１０の上面図において、第
１の補剛構造２１と第２の補剛構造２２とが、互いに対して位置合わせして延在している
ことが明らかである。従って、第１の補剛構造２１及び第２の補剛構造２２の各縁部は、
上面図において、同様に互いに対して位置合わせして、作動液タンク壁１０上に位置して
いる。
【００７３】
　図３Ｂからは、タンク壁１０が、ｘ軸とｙ軸とによって形成された平面内に配置されて
いることが明らかである。それによれば、タンク壁１０の上面図において、第１の補剛構
造２１と第２の補剛構造２２とが互いに対して位置合わせして延在しているという特徴は
、第１の補剛構造が、ｘ方向及びｙ方向において、第２の補剛構造２２と同じ広がりを有
しているという特徴と同義である。
【００７４】
　図４には、さらなる実施形態に係る作動液タンク１のタンク壁１０の横断面が示されて
いる。作動液タンク１が、凹部を有していることが明らかである。第１の補剛構造２１は
、タンク壁１０の内面１１に、凹部の領域において接続されており、第２の補剛構造２２
は、タンク壁１０の外面１２に、凹部の領域でも、凹部の外側の領域でも、接続されてい
る。タンク壁１０の面法線Ｎが、凹部の側面の領域において、第１の補剛構造２１も第２
の補剛構造２２も貫通することが明らかである。
【００７５】
　図５Ａには、本発明に係る作動液タンク１の横断面が、概略的に示されている。作動液
タンク１には、内部陽圧Ｐが加えられていることが示されている。図５Ａにおいて上部に
図示されたタンク壁１０は、第１の補剛構造２１及び第２の補剛構造２２に接続されてい
る。第１の補剛構造２１とタンク壁１０との接触領域、及び、第２の補剛構造２２とタン
ク壁１０との接触領域は、図５Ｂにおいて拡大して示されている。
【００７６】
　図５Ｂからは、内圧が加えられた場合、すなわち、作動液タンク内部空間１３内部が、
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周囲圧力に比べて陽圧である場合、第２の補剛構造２２には張力が加えられ（第２の補剛
構造２２の領域における、互いから離れる矢印の先端を参照）、第１の補剛構造２１には
圧縮力が加えられる（第１の補剛構造の領域における、互いに向かい合う矢印の先端を参
照）ことが明らかである。
【００７７】
　他方、作動液タンク内部空間１３が、作動液タンク１の周囲圧力よりも小さい内圧を有
する場合、第２の補剛構造２２には、圧縮力が加えられ、それに対して、第１の補剛構造
２１には、張力が加えられるであろう。
【００７８】
　図６には、さらなる実施形態に係る作動液タンク１の作動液タンク壁１０の断面が、概
略的に示されている。第１の補剛構造２１及び／又は第２の補剛構造２２が、複数の接続
ピン３０を有しており、接続ピン３０はそれぞれ、アンダーカット３１を有していること
が明らかである。その際、各接続ピン３０は、タンク壁１０に入り込んでいるので、各ア
ンダーカット３１は、タンク壁１０に押し込まれており、補剛構造２１、２２は、タンク
壁１０に形状接続的に接続されている。
【符号の説明】
【００７９】
　　１　作動液タンク／燃料タンク
　　１０　タンク壁
　　１１　（タンク壁の）内面
　　１２　（タンク壁の）外面
　　１３　作動液タンク内部空間
　　２１　第１の補剛構造／第１の耐張力性を有する細長片
　　２２　第２の補剛構造／第２の耐張力性を有する細長片
　　３０　接続ピン
　　３１　（接続ピンの）アンダーカット
　　Ｎ　（タンク壁の）法線ベクトル／法線方向
　　Ｐ　（作動液タンク内の）内圧

【要約】
　本発明は、作動液タンク内部空間（１３）を画定するタンク壁（１０）を有する自動車
のための作動液タンク（１）を開示しており、作動液タンク（１）は、－作動液タンク（
１）が、繊維強化された第１の補剛構造（２１）と、繊維強化された第２の補剛構造（２
２）とを有しているという特徴；－前記第１の補剛構造（２１）が、前記作動液タンク内
部空間（１３）に対向する、前記タンク壁（１０）の内面（１１）に接続されており、前
記第２の補剛構造（２２）が、前記作動液タンク内部空間（１３）に背向する、前記タン
ク壁（１０）の外面（１２）に接続されているという特徴；及び、－前記タンク壁（１０
）が、少なくとも部分的にサンドイッチ状に、前記第１の補剛構造（１１）と前記第２の
補剛構造（１２）との間に配置されており、前記第１の補剛構造（１１）と前記第２の補
剛構造（１２）とは、少なくとも部分的に重なり合って配置されているという特徴、を備
えている。
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